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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
九
十
六
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の

二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

齋
藤

健

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交

通
省
告
示
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

審
査
の
項
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一

審
査
の
項
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）

四

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）

１
～
６

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況
（
自
ら
所
有
し
、
又
は
リ

７

審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況
（
自
ら
所
有
し
、
又
は
リ

ー
ス
契
約
（
審
査
基
準
日
か
ら
一
年
七
か
月
以
上
の
使
用
期
間
が
定
め
ら
れ

ー
ス
契
約
（
審
査
基
準
日
か
ら
一
年
七
か
月
以
上
の
使
用
期
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
使
用
す
る
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令
（
昭

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
使
用
す
る
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
別
表
に
規
定
す
る
シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削

和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
別
表
に
規
定
す
る
シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削

機
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
及
び
モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー

機
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
及
び
モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー

、
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る

、
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
大
型
自
動
車
（
以
下
こ
の
７
に
お
い
て
単
に
「
大
型
自
動
車
」
と
い

定
す
る
大
型
自
動
車
の
う
ち
、
同
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経

う
。
）
の
う
ち
、
同
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
営
す
る
事
業

営
す
る
事
業
の
種
類
と
し
て
建
設
業
を
届
け
出
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ

の
種
類
と
し
て
建
設
業
を
届
け
出
、
か
つ
、
同
項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
並
び
に
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令

に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
、
大
型
自
動
車
の
う
ち
、
土

（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別

す
る
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
合
計
台
数
（
以

措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
運
輸
省
令
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一

下
「
建
設
機
械
の
所
有
及
び
リ
ー
ス
台
数
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
）

項
に
規
定
す
る
表
示
番
号
指
定
申
請
書
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
事
項
変
更
届
出
書
）
に
主
と

し
て
経
営
す
る
事
業
の
種
類
が
建
設
業
で
あ
る
旨
を
記
載
し
、
か
つ
、
同
法

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
並
び

に
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十

二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式

ク
レ
ー
ン
の
合
計
台
数
（
以
下
「
建
設
機
械
の
所
有
及
び
リ
ー
ス
台
数
」
と

い
う
。
）
を
い
う
。
）

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


